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 国際的・学際的総意を結集した国際医学団体協議会（CIOMS）は医学生物学に

関係する学会の代表者から構成される国際的な非政府組織であり、広く受け入

れられる基本的な声明を提案することを目的として設置されている 

 1985 年 CIOMS は「医学生物学領域の動物実験に関する国際原則」を策定した。

この原則は、その後の世界各国の動物実験の適正化に大きく貢献して来た。し

かし、最初の策定から、26 年経ち、世界の動物実験を巡る状況も変化して来て

いる。そこで CIOMS はこの原則を改正するために、改訂委員会を立ち上げ、検

討を重ねて来た。去る4月 14日に最終改定案を公表した。今回はこれを和訳し、

その内容をお知らせしたい。 


